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月報【別紙 1】 
 
電動機主回路接触器（ブレーキ用接触器）の接点の状況について 
 
１．主接点を目視により確認 
 (1)摩耗、変形が無く正常な場合は「適」を○で囲む。 
 (2)著しい摩耗、変形がある場合は「否」を○で囲む。 

⇒著しい摩耗は「要是正」、変形は「要重点点検」となる。 
 (3)部品を分解しなければ目視で確認できない場合は「確認不可」を○で囲む。 
 
２．フェールセーフ設計（該当する・該当しない） 
 (1)該当する、該当しないについては、製造者の情報により判断してください。あてはまる項目を 

○で囲んでください。 
 (2)フェールセーフ設計が判断できない場合は、「該当しない」を○で囲んでください。 
 
３．交換基準 
 (1)フェールセーフ設計に該当する場合で製造者が交換基準を示していない場合でも最終交換日は 

記入してください。 
電動機主回路用接触器の主接点 

 主接点を目視により確認 

 フェールセーフ設計 （該当する・該当しない） 

 交換基準 

  イ．製造者が指定する交換基準 

    （ なし      ） 

  ロ．やむ得ない事情により、検査者が設定する基準 

    （         ） 

 

適・否・確認不可 

 

最終交換日 

平成 25年 5月 30日 

A 

  
(2)フェールセーフ設計に該当する場合で製造者が交換基準を示している場合は検査の対象となります。 
交換基準と最終交換日を記入し判定してください。 
電動機主回路用接触器の主接点 

 主接点を目視により確認 

 フェールセーフ設計 （該当する・該当しない） 

 交換基準 

  イ．製造者が指定する交換基準 

    （  10年     ） 

  ロ．やむ得ない事情により、検査者が設定する基準 

    （         ） 

 

適・否・確認不可 

 

最終交換日 

平成 25年 5月 30日 

A 

 A   4年 

 
(3)フェールセーフ設計に該当しない場合「イ」を○で囲み左欄に製造者が示す交換基準を記入し、右欄 
に最終交換日を記入して判定してください。製造者が倒産等で製造者が示す交換基準を知り得ない場 
合など、検査者が設定する交換基準により判定した場合は「ロ」を○で囲み、左欄に交換基準、右欄に 
最終交換日を記入し判定してください。 
 

(4)最終交換日を知り得ない場合は、設置日又は使用開始日を記入してください。 
 

４．製造者が指定する交換基準と検査結果の記入例 
① 交換基準が 

作動回数の場合の例 

イ．製造者が指定する交換基準 

 （作動回数 100万回   ） 

平成 26年 10月 1日 
A 

 B 70万回 

② 交換基準が 

接触器により異なる場合の

例 

イ．製造者が指定する交換基準 

 （5年、10年      ） 

平成 27年 4月 1日 
平成 26年 10月 1日 

上段：A、下段：B 
A 1年、B 2年 

③ 交換基準が 

接点の状態確認の場合の例 

イ．製造者が指定する交換基準 

 （著しい摩耗があること ） 

平成 27年 4月 1日 
A 
 A著しい摩耗なし 

④ 製造者が指定する交換基準
がない場合の例 

イ．製造者が指定する交換基準 

 （なし         ） 

平成 27年 4月 1日 
A 
 

⑤ カッコ内に書ききれない場
合の例 

イ．製造者が指定する交換基準 

 （特記事項欄に記入   ） 

平成 27年 4月 1日 
A 

 特記事項欄に記入 

イ．製造者が指定する交換基準 

 （別添         ） 

平成 27年 4月 1日 
A 

 別添 

複数の接触器のうち､交換日が最も 
古い日付を記載 

最終交換日に記載した接触器の名称 

複数の接触器のうち､交換基準に最も
早く到達する接触器の名称 

接触器｢B｣の交換後の作動回数（経過
年数） 
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ブレーキのプランジャーストローク測定について 

 

1． プランジャーストロークを測定しなければならないエレベーター 

・製造者が「要改善ブレーキ」と指定している場合 

・製造者の倒産等により「要改善ブレーキ」かどうかわからない場合 

 

2． 記載要領 

(1)製造者が「要改善ブレーキ」に指定していない場合。 

「イ」を○で囲み、その他の項目は未記入。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)製造者が「要改善ブレーキ」に指定し、基準値が定められている場合。 

 「ロ」を○で囲み、製造者が指定する各基準値を記入し、測定値を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)製造者が倒産等により「要改善ブレーキ」に該当するか分からない場合は、プランジャーストローク

の測定が必要で、基準値についても検査者で設定してください。 

 「ハ」を○で囲み、検査者が指定する各基準値及び測定値を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3． 「要改善ブレーキ」におけるプランジャーストロークの報告。 

(1)プランジャーストロークは 3 ヶ月に 1 回以上測定してください。 

  ※この際、ブレーキスプリングのばね力が基準範囲内であることの確認を徹底してください。 

(2)測定結果は、｢【様式 2】プランジャーストロークの測定報告書｣に記入のうえ、定期検査報告書に 

添付してください。 

 

以上 

 
 
 

( ）

( ）

( ）

( ）　 要是正となる基準値

15.2 mm

ハ.やむを得ない事情により、検査者が設定する

　 要重点点検となる基準値 13.0㎜未満

　 要是正となる基準値 12.5mm未満

プランジャーストローク

イ.構造上対象外

ロ.製造者が指定する

　 要重点点検となる基準値

( ）

( ）

( ）

( ）　 要是正となる基準値

mm

　 要是正となる基準値

ハ.やむを得ない事情により、検査者が設定する

　 要重点点検となる基準値

プランジャーストローク

イ.構造上対象外

ロ.製造者が指定する

　 要重点点検となる基準値

( ）

( ）

( ）

( ）　 要是正となる基準値 4.0mm以下

7.3 mm

　 要是正となる基準値

ハ.やむを得ない事情により、検査者が設定する

　 要重点点検となる基準値 6.0㎜以下

　 要重点点検となる基準値

プランジャーストローク

イ.構造上対象外

ロ.製造者が指定する

製造者が要重点点検の基

準値を指定していない場

合は、基準値欄は抹消線 

基準値には単位を記入

し、以下・以上・未満・超

えるを記載してください 

重要 




